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説明の内容
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1. 法改正の概要

2. 管理計画の認定制度（マンション管理適正化法）

3. マンション建替円滑化法

4. 県の取組



１ 法改正の概要
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２ 管理計画の認定制度（マンション管理適正化法）

4

マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、地方公共
団体から「適切な管理計画を持つマンション」として、認定を
受けることができる制度が令和４年４月から創設されます。

長期修繕計画、修繕積立金 等について

一定の基準を満たすことが条件

市 → 市
町村→ 県
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認定を受けるメリット

区分所有者の管理への意識が高く保たれ、
管理水準を維持向上しやすくなる

適正に管理されたマンションとして、
市場において評価される

適正に管理されたマンションが存在する
ことで、立地している地域価値の維持向上
に繋がる

住宅金融支援機構の「フラット35」や
「マンション共用部分リフォーム融資」
の金利の引下げ等（※具体の基準、利率等は検討中）
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申請前に（管理計画認定手続支援サービス）
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マンションの管理の専門家「マンション管理士」の事
前確認を受けると、よりスムーズな認定の取得が期待
されます。なお、申請はオンラインを予定しています。
（（公財）マンション管理センターで実施予定）
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今後の県の予定

「マンション管理適正化推進計画※１」を
策定し、令和４年４月から町村部に立地
するマンションについて、管理計画認定
の認定申請の受付を開始する予定です。

認定制度の開始から3年間※２は申請手数
料を無料とする予定です。

 市部に立地するマンションについては、各市の所管です。
詳細は各市役所にお問い合わせください。

※１：住生活基本計画の一部として策定します。

※２：4年目からの手数料は、普及状況等を踏まえて検討します。
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３ マンション建替円滑化法
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(１) 要除却認定の基準
（法改正後：基準が拡充）

(２) 要除却認定後のメリット
（法改正後：敷地分割事業が新設）

（除却の必要ありと特定行政庁が認定）

従来「耐震性不足」の場合のみ

① マンション敷地売却事業

② 容積率緩和の特例

 (１) 要除却認定を受けるマンション※の基準
※認定を受けたマンションは除却の努力義務が課され、除却に向けた指導・助言を受ける対象になる。

要除却認定されるマンションは「耐震性不足」のみだったが、今回

→法改正により基準が拡充された

(２) 要除却認定後のメリット
要除却認定をうけると、建替え等の際に、マンションの

①敷地売却事業の認可 や②容積率緩和の特例許可 の申請が可能。

今回さらに

→法改正によりマンション敷地分割事業が新設された（P.10-11参照）



(1)要除却認定対象の拡充（改正）
マンション敷地売却制度 及び 容積率緩和特例の対象

容積率緩和特例の対象
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(2)要除却認定後のメリット(既存)

① マンション敷地売却事業

区分所有者の4/5以上の賛成でマンション
とその敷地を売却できる制度

※認可のないマンションを売却する場合は、

区分所有者全員の同意が必要

② 容積率緩和の特例許可

建替え後のマンションが「一定の敷地面積
を有し、市街地環境整備・改善に資する」
と認められる場合に、特定行政庁の許可を
受けることで容積率が緩和される
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(2)要除却認定後のメリット(新設)

③マンション敷地分割事業（新設）

団地型マンションの場合、団地を敷地分割して

敷地の一部を売却する際は、区分所有者全員の

同意が必要ですが、特定要除却認定を受けると、

区分所有者の4/5以上の同意で、敷地分割を

行うことが可能になります。（令和４年４月から）
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マンション建替円滑化法の改正
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建替え前のマンションの状態 容積率緩
和の特例

マンション
敷地売却事業

マンション敷
地分割事業

耐震性が不足している 〇 〇 〇

火災に対する安全性が不足
している

〇 〇 〇

外壁等の剥落により周辺に
危害を生ずるおそれがある 〇 〇 〇

給排水管の腐食等について
その改修が著しく困難で、衛
生上有害となるおそれがある

〇 — —

バリアフリー基準に適合して
いない

〇 — —

拡充される基準・制度



国のポータルサイト
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法改正の詳しい内容は、国のポータルサイトで確認できます。
（「マンション管理・再生ポータルサイト」で検索）

URL︓https://2021mansionkan-web.com/

https://2021mansionkan-web.com/


４ 県の取組

アドバイザー派遣制度

あなたのマンションに、マンション管理士等の
資格を持つアドバイザーを無料で派遣※１します。

今年度※2の申し込みは令和４年２月28日まで
受け付けています。

※1 横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市は対象外のため、

各市の相談窓口等にお問い合わせください。

※2 来年度も実施予定です。
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管理組合交流会

管理組合運営の様々な問題について、お互
いに知恵を出し合い、マンション管理の専
門家からアドバイスを受けながら問題を共
有し、情報を交換する場として、交流会を
開催しています。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止していま
すが、会場開催が可能となり次第、再開する予定です。

県の取組
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ご清聴ありがとうございました。
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